
別記様式

随意契約結果書

物品等の名称及び 山形河川国道事務所自動ドア点検整備業務

数量

契約担当官等の氏 ○分任支出負担行為担当官

名並びにの所属す 東北地方整備局山形河川国道事務所長 竹下 正一

る部局の名称及び ○国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所

所在地 ○山形県山形市成沢西４丁目３－５５

契約締結日 令和２年 １ 月 ６ 日

契約の相手方の フルテック株式会社山形支店

氏名及び住所 支店長 岩田 久紀

山形県山形市流通センター２丁目９番３号

契約金額 ２，１７８，０００円

（消費税及び地方

消費税含む）

予定価格 非公表

（消費税及び地方

消費税含む）

別紙「随意契約理由書」のとおり

随意契約によるこ

ととした理由

備 考

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載する

とともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記

載する。

２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。



　　１．件　　名　　　　 山形河川国道事務所自動ドア点検整備業務

　　２．契約の相手方　　フルテック株式会社　山形支店
山形市流通センター２丁目９－３

　　３．理　　由

　　　事務所１階に設置している自動ドアは、職員や来客が通行することから安全かつ正常
   に可動させる必要があるが、設置から２６年が経過しており、開閉時の異音、開閉速度及
　 び反応不良が発生し、その都度上記業者に調整を依頼したり、職員が直接調整を行って
　 きたところである。
      今般、改めて不具合の原因を調査したところ、装置等の経年劣化による部品等の摩耗、
　 損傷によるものであることが判明した。
　　　現在、可動はしているが、このまま放置していると誤作動により通行者がドアに衝突す
　 る可能性や、ガラス製のドアが落下する危険性も上記業者から指摘されており、通行者
　 の安全を考えると早急に修繕する必要がある。
　　　上記業者は、現在設置しているテラオカ製自動ドアの販売代理店であり、製造メーカー
　 の特定の部品の交換による整備及び試験調整には、当該自動ドアの設計仕様や詳細
　 構造の知識に加え、整備技術と各機器の状態を正確に把握することが必要であり、整備
   後の性能及び安全性の確保を確実に行うことが要求されることから、本業務を安全かつ
　 正確に行うための専門的な知識・技術等を有しており、最も早急かつ適切に対応が可能
　 な唯一の業者である。
　　　よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約をし
　 ようとするものである。
                                                  

随 意 契 約 理 由 書


